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出典：日本生気象学会 「日常生活における熱中症予防指針」Ver.3 

日常生活における熱中症予防指針
暑さ指数 注意すべき

生活活動の目安 注意事項

危険
31度以上

厳重注意
28度以上
31度未満

警戒
25度以上
28度未満

注意
25度未満

全ての
生活活動で
おこる危険性

中等度以上の
生活活動で
おこる危険性

強い生活活動で
おこる危険性

高齢者においては安静
状態でも発生する危険
性が大きい。外出はな
るべく避け、涼しい室
内に移動する

外出時は炎天下を避
け、室内では室温の上
昇に注意する

運動や激しい作業をす
る際は定期的に十分に
休息を取り入れる

一般に危険性は少ない
が激しい運動や重労働
時には発生する危険性
がある

◎「知事と語ろう　とちぎ元気フォーラム」参加者募集　▽日時　７月19日(土)午後２時～▽内容　県政
の課題などについて、皆さんと知事が直接話し合う▽対象　県内に在住か通勤通学している人▽定員　抽
選100人▽申込　はがき・ファクス・Ｅメール（住所・氏名・年齢・電話番号・性別・職業または学校名
と託児・手話通訳・要約筆記の希望を明記）で、７月４日（消印有効）までに、〒320-8501県広報課☎
(623)2158、　(623)2160、 　kocho@pref.tochigi.lg.jpへ。

こんな日は注意
▽気温が28度以上▽湿度が70パーセント以上▽風が弱い
▽急に暑くなった。
※熱中症は、室内や夜間でも多く発生しています。

こんな人は特に注意
▽高齢者・子ども▽体調が悪い人▽暑さ
に慣れていない人▽持病がある人。
※特に高齢者は、暑さや水分不足に対す
る感覚機能や、体が熱を逃がす機能が低
下しているので、注意が必要です。

■
熱
中
症
の
症
状　

熱
中
症

は
、
暑
さ
で
体
内
の
水
分
や
塩

分
（
ナ
ト
リ
ウ
ム
な
ど
）
の
バ

ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
体
温
調
節
が

で
き
な
く
な
る
こ
と
で
発
症
す

る
症
状
の
総
称
で
す
。

　

次
の
症
状
は
、
熱
中
症
の
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
重
症
の
場

合
は
命
に
か
か
わ
る
た
め
注
意

が
必
要
で
す
。

▽
軽
症　

め
ま
い
・
立
ち
く
ら

み・
筋
肉
痛
・
汗
が
止
ま
ら
な
い
。

▽
中
等
症　

頭
痛
・
吐
き
気
・

倦
怠
感
（
だ
る
さ
）
・
虚
脱
感

（
力
が
入
ら
な
い
）。

▽
重
症　

意
識
障
害
・
け
い
れ

ん
・
高
体
温
・
ま
っ
す
ぐ
歩
け

な
い
、
走
れ
な
い
。

■
暑
さ
指
数
（
右
下
の
表
）
を

活
用　

暑
さ
指
数
と
は
、
熱
中

症
予
防
の
た
め
の
指
標
で
気
温

や
湿
度
、
放
射
熱
、
気
流
を
も

と
に
算
出
し
た
も
の
で
す
。
熱

中
症
は
同
じ
気
温
で
も
湿
度
の

高
い
日
に
多
く
発
生
す
る
の

で
、
気
温
だ
け
で
な
く
、
暑
さ

指
数
を
活
用
し
、
熱
中
症
か
ら

身
を
守
り
ま
し
ょ
う
。
詳
し
く

は
、環
境
省
熱
中
症
予
防
情
報
サ

イ
ト
★http://w

w
w
.w
bgt.

env.go.jp/

か
、携
帯
サ
イ
ト

http://w
w
w
.w
bgt.env.go.

jp/kt

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
熱
中
症
が
疑
わ
れ
る
と
き
の

応
急
処
置　

①
風
通
し
の
よ
い

日
陰
や
涼
し
い
場
所
に
避
難
さ
せ

る
②
衣
服
を
ゆ
る
め
て
楽
に
し
、

露
出
し
た
皮
膚
に
水
を
か
け
て
、

う
ち
わ
な
ど
で
扇
ぐ
こ
と
で
体
を

冷
や
す
③
水
分
を
自
力
で
摂
取

で
き
る
な
ら
水
分
・
塩
分
を
補
給

す
る
。た
だ
し
、意
識
が
な
い
と
き

は
口
か
ら
水
分
を
入
れ
る
の
は
禁

物
④
意
識
が
な
い
場
合
や
症
状

が
改
善
し
な
い
場
合
は
医
療
機

関
に
搬
送
す
る
。

　

暑
さ
の
感
じ
方
は
人
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
。
特
に
、
高
齢

者
・
障
が
い
者
・
子
ど
も
は
、
周

囲
の
人
が
協
力
し
て
注
意
深
く
見

守
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

地
域
ぐ
る
み
で
熱
中
症
を
予

防
し
ま
し
ょ
う
。

問
健
康
増
進
課
☎（
626
）１
１
２
６

熱中症を
❶室内で

防ぐ
つの
ポイント

チェックしましょう

❸外出時に ❹体調に
　 合わせて

❷日常生活で

４

□エアコン・扇風機を上手に使
う。
　節電も大切ですが、熱中症は
命にかかわるので室温調整に
気を配りましょう。

□部屋の風通しをよくする。
　こまめな換気、カーテンやすだ
れを利用し、室温が上がりにく
い環境を作りましょう。

□水分・塩分をこまめにとる。
　喉の渇きを感じなくても意識して水分補給しましょ
う。運動時や作業時に汗をたくさんかいたときには、
塩分の補給も大切です。
□急に暑くなった日に要注意。
　人間が上手に発汗できるようになるには、暑さへの慣れ
が必要です。本格的な夏を迎える前から、軽くウオーキ
ングをするなど、徐々に体を暑さに慣らしましょう。

□無理をしない。
自分の体調に
合わせて活動
しましょう。
□こまめな体温
測定。
□保冷剤・冷たい
タオルなどに
よる体の冷却。

□涼しい服装（通気性がよく吸湿・速乾
の衣服）。
□日傘や帽子を利用する。
□涼しい場所（日陰）・施設などを利用
し、こまめに休憩をとる。
□子どもを十分に観察する。
　日陰などでこまめに休息をとりましょう。
□車中に子どもだけを置いていかない。
車外の気温が25度程度でも、閉め切
った車内はすぐに50度を超えます。短
時間であっても非常に危険です。

　

熱
中
症
は
、
例
年
、
梅
雨
入
り
前
の
５
月
ご
ろ
か
ら
発
生

し
、
７
月
下
旬
か
ら
８
月
上
旬
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま
す
。

　

急
な
気
候
の
変
化
に
対
応
で
き
る
よ
う
今
の
時
期
か
ら
熱

中
症
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、
予
防
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

熱
中
症
は
予
防
が
大
切
で
す
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質
問
と
答
え

▽国・県・市職員などが、銀行やコンビニエンススト
アなどの現金自動支払機（ＡＴＭ）の操作をお願いす
ることはありません。
▽6月1日現在、臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特
例給付金の給付のために、国・県・市職員などが市民
の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報
を聞くことはありません。
▽自宅や職場などに、不審な電話がかかってきた場合
は、最寄りの警察署へご連絡ください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意を

　

支
給
の
対
象
と
な
る
可
能
性

が
あ
る
人
に
は
、
６
月
下
旬
か

ら
７
月
上
旬
ま
で
に
申
請
書
な

ど
の
書
類
を
郵
送
し
ま
す
。
支

給
方
法
は
原
則
、
口
座
振
り
込

み
で
す
。

▽
対
象
・
支
給
額
な
ど　

左
上

の
表
の
通
り
。

▽
受
付
期
間　

７
月
１
日
〜
平

成
27
年
１
月
５
日
。

▽
申
込　

申
請
書
に
必
要
事
項

を
書
き
、
必
要
書
類
を
添
付
し

て
、
郵
送
ま
た
は
直
接
申
請
窓

口
へ
。

▽
そ
の
他　

申
請
窓
口
な
ど
に

つ
い
て
は
、
広
報
紙
７
月
号
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

基
準
日
よ
り
後
に
宇
都
宮

市
へ
引
っ
越
し
て
き
た
が
、

宇
都
宮
市
で
支
給
さ
れ
る
の
？

基
準
日
に
住
民
票
が
あ
っ

た
市
区
町
村
で
支
給
し
ま

す
。

基
準
日
よ
り
後
に
海
外
へ

出
国
し
た
場
合
、
対
象
に

な
る
の
？基準

日
に
日
本
国
内
で
住

民
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
対

象
と
な
り
ま
す
。
今
後
海
外
へ

出
国
す
る
人
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

基
準
日
に
生
ま
れ
た
人
や

基
準
日
よ
り
後
に
生
ま
れ

た
人
は
対
象
に
な
る
の
？

基
準
日
に
生
ま
れ
た
人
は

対
象
と
な
り
ま
す
。
基
準

日
よ
り
後
に
生
ま
れ
た
人
は
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

基
準
日
に
死
亡
し
た
人
や

基
準
日
よ
り
後
に
死
亡
し

た
人
は
対
象
に
な
る
の
？

基
準
日
か
ら
市
が
申
請
書

を
受
け
付
け
・
審
査
・
支

給
決
定
す
る
ま
で
の
間
に
死
亡

し
た
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。

◎この特集についての問い合わせは、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金実施本部☎（632）5172
へ。

質

質質

質 答

答答

答

臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金

対　

象

基準日（平成26年1月1日）
現在、市の住民基本台帳
に登録があり、平成26年
度分の市民税（均等割）が
課税されていない人
※平成26年度分の市民税
が課税されている人に扶養
されている人、生活保護制
度の被保護者などは対象外

基準日（平成26年1月１日）
現在、平成26年1月分の
児童手当（特例給付を含
む）の受給者で、平成25年
の所得が児童手当の所得
制限額に満たない人
※臨時福祉給付金対象者、
生活保護制度の被保護者
などは対象外

支
給
額

対象者1人に付き1万円
※支給対象者の中で次の
いずれかに該当する場合
は5,000円を加算。①老
齢・障害・遺族基礎年金な
どの受給者②児童扶養手
当の受給者③特別児童扶
養手当の受給者④特別障
害者手当の受給者など

対象児童1人に付き1万円
※臨時福祉給付金を受給
した人には支給されません

　消費税率8パーセントへの引き上
げに伴い、低所得者や子育て世帯
への負担を緩和するため、「臨時福
祉給付金」または「子育て世帯臨
時特例給付金」のどちらか片方を
支給します。対象者診断チャート

平成26年1月
1日現在、生活
保護を受けて
いますか

対象ではありません 対象ではありません

平成26年度分
の市民税は課
税されていま
すか

平成26年1月1日現
在、中学生以下の子
どもがいますか

平成25年の所得は
児童手当の所得制
限額以上ですか

臨時福祉給付金の支
給対象者となる可能性
があります

子育て世帯臨時特例
給付金の支給対象者と
なる可能性があります

子育て世帯 臨時福祉

平成26年度分
の市民税が課
税されている
人に扶養され
ていますかは

い はい

はい

い
い
え

い
い
え

は
い

い
い
えは

い

いいえ

いいえ

臨時福祉給付金
子育て世帯臨時特例給付金
支給の対象となる可能性がある人へ
6月下旬から書類を郵送します


